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別添 

 

地元地方公共団体からの条件について（都道府県市の取組と関係するもの） 

 

１ 処理の安全性確保について 

(1) 新たに処理対象となる地域から収集運搬を行う事業者に対し、地元地方公共団体内

における輸送規制の遵守を周知徹底すること。 

(2) 広域化する PCB廃棄物の収集運搬が、一層安全かつ適正に行われるよう万全を期す

こと。 

 

２ 期間内での確実な処理 

(1) PCB廃棄物を計画的処理完了期限に、かつ、その期間内で一日でも早く処理完了さ

せることを旨として、関係者が総力を挙げて早期に処理を行うこと。 

(2) 関係者が一体となった連携体制を速やかに構築し、各地域において使用中 PCB含有

機器を含めた未処理機器の把握、事業者に対する確認・指導等の取組みを、地元地方

公共団体と同程度の水準を確保しつつ計画的に行うとともに、処理促進に必要な仕組

みを早急に構築すること。 

その一環として、 

①  使用中機器も含めた PCB含有機器の把握・処理のため、国の関係機関、関係地

方公共団体、関係団体等が一体となった連携体制を早急に構築し、十分な実施体

制を確保すること。 

②  都道府県市の処理計画改訂において早期かつ計画的な処理期間を設定し、未処

理機器の把握や処理の取組みが早期かつ計画的に進められるよう必要な指導を

行うとともに、広域調整協議会等を活用して取組みの進捗管理を行い、取組みが

十分でないと認められる場合には、行政的なテコ入れを行うなど厳しい態度で臨

むこと。 

③  未処理機器を有している可能性のある事業者に対して幅広くかつ継続的な調

査・周知等が適切に行われるよう、そのための支援に必要な予算を確保するとと

もに、きめ細やかな相談に応じるための窓口の設定などの丁寧な運用を確保する

こと。 

④  関係機関との連携や様々なメディア媒体の積極的な活用により、PCB 処理の重

要性等に関する国民全体への必要な周知を行うこと。 

⑤  その他、新たな処理地域からの円滑な搬入のための調整に係る措置など、PCB

廃棄物が適正かつ早期に処理されるために必要な措置を迅速に講ずること。 

(3) 如何なる理由があろうと、処理期間の再延長はないこと。 

 



３ 地域の理解 

(1) 本事業に係る安全性及び期限内処理に係る地域への積極的な情報公開のための機

会の付与、地域への即応的な連絡体制など更なるリスクコミュニケーションの徹底を

図るとともに、地域との積極的かつ継続的な交流を行うなど、必要な取組みを確実に

実施すること。 

(2) 本事業が地元の理解と協力の下に成り立っていることを国及び処理対象地域の地

方公共団体が的確に認識し、その理解・協力を促すための取組みを積極的に推進する

こと。 

(3) 地元地方公共団体の取組や貢献が全体として排出自治体に評価されているといい

難い状況にあることから、排出者責任や行政指導に鑑みた関係者の施設視察や研修会

の開催等、国として必要な施策を講じること。 

 

 




